
総務部人事課職員支援室

ST P!! カスハラ

行き過ぎた迷惑行為は、警察に通報する場合があります。

長時間の拘束

長時間の居座り
執拗な要求など

暴言、脅迫 過度な要求

怒鳴る、侮辱
机をたたくなど

特別扱いの強要
理不尽な要求など
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